
口
お
も
に
伊
万
里
・

有
田
の
町
人
・

釜
焼
に
対
す
る
貸
金
（
付、

「
貸
家
」

さ
て
、

当
の
大
福
帳
の
記
載
の
内
容
と
い
え
ば
、

際
に
は
一

部
天
保
十
亥
年
十
月
か
ら
記
載
さ
れ
は
じ
め
（
貸
付
の
返
済
が
翌
年

武
富
七
太
郎」 伊

万
里
陶
商
の
基
礎
的
研
究

ー

武
富
家
文
書

前
の
日
・

ロ
に
お
い
て
は
も
っ

ぱ
ら
書
状
等
の
文
書
を
通
し
て
武
富
家
と
い

う
陶
商
の
、

主
と
し
て
諸
国
旅
商
・

皿
山
釜
焼
ら
と
の
間
の
交
渉
（
焼
物
取
引

・

金
銀
貸
借
な
ど
）

（
述）

の
様
相
を
観
察
し
た
。

今
回
は
、

こ
れ
ま
で
幾
度
か
後
出

と
し
て
あ
げ
た
同
家
の
僅
か
二
冊
残
さ
れ
た
大
福
帳
の
う
ち、

天
保
十

年
以
降
の
金
銀
等
の
出
入
り
を
書
き
留
め
た
ほ
う
を
対
象
と
し
て
同
家
の
経
営

を
分
析、

そ
の
商
人
像
を
描
き
出
す
こ
と
を
試
み
た
い
と
考
え
る
。

こ
れ
は
、

表
紙
に
は
「
天
保
十
一

年
正
月
十
一

日
大
福
帳」
、

裏
面
に
は
「
車
折
大
明
神、

＜
ざ
き

（
な
ぜ
車
折
大
明
神
な
の
か
わ
か
ら
な
い
）
。

実

に
及
ん
だ
分
で
あ
る
）
、

ほ
ぽ
弘
化―――
午
年
の
末
ま
で
で
終
っ

て
い
る
。

H
農
民
を
対
象
と
す
る
米
金
の
貸
付

口
右
と
も
関
連
あ
る
土
地
（
所
有
地）

関
係
の
米
銭
「
上
納
」

と
記
さ
れ
る

記
録
口

（三）

農
民
へ

の
貸
付

天
保
十
年
の
末
か
ら
同
十
三
年
ま
で
の
間
に
武
富
家
が
行
っ

た
農
民
へ

の
貸

貸
付
を
受
け
た
農
民
は
二
十
名。

そ
の
大
半
は
伊
万
里
町
か
ら
西
方
の
有
田

郷
大
里
村
川
東
（
現
伊
万
里
市
二
里
町
大
字
大
里
の
川
東）

の
農
民
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
農
民
の
な
か
に
は
か
な
り
の
田
畠
を
所
持
し
て
い
る
も
の
が
い
た
。

1
清
吉
は
金
二
十
両
・

ニ
十
八
両
取
替
の
抵
当
と
し
て
田
畠
の
永
代
売
渡
証
文

付
は
お
よ
そ
金
二
百
三
十
両
お
よ
び
米
五
十
四
俵
余
で
あ
る
。

類
に
随
い
、

順
次
取
り
上
げ
て
ゆ
く
こ
と
と
す
る
。

分
類
の
ま
ま
、

年
月
日
を
追
っ

て
記
帳
さ
れ
て
い
る
。

以
下、

こ
れ
を
右
の
分

の
五
項
に
分
け
る
こ
と
が
で
き、

そ
し
て
日
・

曰
（
貸
家
を
除
く）

国
武
富
家
の
「
借
用
」

四
い
わ
ゆ
る
諸
国
旅
商
へ

の
貸
金

関
係

ヽ9.

月Ij

山

博

四
は
未
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表1 農民への貸付

居 村 百 姓 名 貸付米金（合計） 備 考
1 川 東 、1‘圭円 吉 金98両 和」11両2歩（ 内20向ノヽ 永代田畠田

永
地

代
弓手l当数向じく28向ノ‘

2 与右衛門 金39両 利4両8合、 内30両ハ田地手形入
3 和三郎・常吉 米10俵 (1俵利 8升）利米 8斗

4 半右衛門 米 3俵2斗4升 料米不足分
5 兵 助 金40 両 利2 両2合5勺
6 三 郎兵衛 金20 両 金11両2歩ニテまけ
7 常吉 ・ 沢吉 米15俵 利米4俵
8 伊 助 金 3 両2歩・米 3俵
， 駒 吉 米2俵
10 長 十 金 1 両・米2俵
11 長 兵 衛 米l俵
12 幸 太 郎 米l俵
13 善 助 米 3俵
14 乙 禾公 米l俵
15 平 ＝ 郎 米10俵
16 組 貸 金4 両・米2俵
17 大 里 五左衛門 金2 両
18 川 東 勘 次 郎 金4 両 犬塚地面ニテ永代手形之代金
19 新田村 貞 次 郎 金2歩3朱 （講金）
20 山形村 勇 ノ＼ 金l 両

を
差
し
入
れ
た
し 、
2
与

右
衛

門
は
三
十
両
を
借
り
る
た
め
に
や
は
り
田
地
手

形
を
差
し
入
れ
て
い
る

うけかえ

す
れ
ば
請
返
す
こ
と
が
で
き
る）
。

金
二
十
両
を
借
り
た
6

三
郎

兵
衛
は
西
岡

姓
を
も
ち 、
す
で
に
こ
の
頃
は
こ
の
地
域
で
は
抜
群
の
地
主
的
成
長
を
見
せ
て

（
約―――
十
町

歩）
。

彼
は
利
息
分
ま
で
含
め
れ
ば
お
よ
そ
半
分
に
ま
け
て

こ
う
し
た
比
較
的
に
大
百
姓
と
見
ら
れ
る
者
か
ら 、

4
半

右
衛
門
の
場
合
の
借
米
三
俵
二

斗
四

升
は
実
は
小
作
「

料
米」
不
足
分

で
あ
っ
た 。
こ
れ
を 、

正
月
に
米一

俵
を
借
る

通
例
は
一

俵
当
り
の
利
米
は
八
升
で
あ
る
と
こ
ろ
を 、

彼
は
一

俵
六
升
の
利
米
に
軽
減
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が 、

当
に
差
し
出
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た 。

た
だ
し
田
地
を
引

18
勘
次
郎
が
借
り
た
四
両
の
金
は
「

犬

塚
地
面
二
而
永
代
手
形
之
代
金」
と
付
記
さ
れ
て
い
る
か
ら 、

里
下
町
犬
塚
伊

左
衛
門
へ
差
し
、

↓
て
い
た
田
畠
を
受
戻
す
た
め
の
金
で
あ
っ

た
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る 。

り
の
地
主
小
作
関
係
が
急
速
に
進
展
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い 。
当
大

福
帳
の
い
わ
ば
百
姓
貸
し
の
記
載
が
天
保
十
三
寅
年
を
も
っ
て
終
っ
て
い
る
根

本
の
理
由
は 、

い
た

お
そ
ら
く
伊
万

八
谷
据
と
い
う
広
大
な
新
田
を
控
え
た
川
東
あ
た

ほ
か
な
ら
ぬ
こ
の
年
か
ら
佐
賀
藩
に
お
い
て
小
作
料·
借
金
利

子
の
十
ヵ

年
停
止
令
が
布
か
れ
た
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
る 。
も
っ
と
も
地
主
と

し
て
の
武
富
家
は
さ
ほ
ど
大
地
主
と
言
え
る
ほ
ど
の
集
積
は
行
っ
て
い
な
い 。

程
度
の
者
ま
で 、
上
下
の
較
差
は
大
き
い 。

貰
う
と
い
う 、
特
別
の
間
柄
に
あ
っ
た 。

（
た
だ
し

永
代
売
渡
し
と
は
言
っ
て
も 、

元
利
を
返
却
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次
の
か
ら
み
（
八
谷
捐）

庄
屋
納
め
に
は
二
つ

あ
っ

て
、

ひ
と
つ
は
、

た
と

た
も
の
と
も
思
わ
れ
る
。

弘
化
二
）

年
だ
け
は
上
納

升
余

（
卯）

米
七
斗
四
升
余、

（
辰）

米
七
斗
六
升
八
合
余

同
郷
新
田
村
庄
屋
分
は

の
記
載
は
な
く
な
る
。

実）

御
上
納
米
七
斗
六

口
の
土
地
関
連
の
「
上
納
」

に
つ
い
て
は
、

丑
（
天
保
十
二
）

年
か
ら
午
（
弘

化――-
)

年
ま
で
が
記
帳
さ
れ
て
い
る
。

上
納
の
納
付
先
は
各
村
庄
屋
で
あ
る
が、

そ
の
村
村
お
よ
び
上
納
高
を
略
記
す
る
と
、

ま
ず
円
蔵
寺
分
（
伊
万
里
郷
町
裏

村）

は
納
米
一

斗
六
升―
―
合、

こ
の

代
銭
は
一

升
の
値
が
変
わ
る
か
ら
、

年
に

よ
り
一

貫
百
文
か
ら
一

貫
六
百
文
ま
で

巾
が
あ
る
。

こ
の
分
は
し
か
し
、

（
弘
化―
-
)

年
に
米
二

斗
二

升
五
合
へ

と
六
升
余
増
え
た
あ
と
、

（
丑
）

米
七
斗
三
升
余、

斗
六
升
余
と
推
移、

大
き
な
変
動
は
な
い
が
、

巳

（

夫
）

（
巳
十
月）

献
部
十
五
人

藩
船
繋
留
場
の
御
船
屋
の
労
役
割
当
が
な
さ
れ
、

え
ば
五
年
を
例
に
と
る
と
、

巳

翌
年
分
い
ご

（
午）

米
七

（
代
二

貫
七
百
文）

（

船
）

ま
た
五
人
分
（
金
二
朱）

を
納
め
て
い
る
。

こ
れ
は
「
御
舟
屋
用
」

と
註
さ
れ

米
の
記
載
が
な
く、

代
っ

て

る
か
ら、

こ
の
年
は
格
別
上
納
米
に
代
え
て
、

伊
万
里
津
に
設
置
さ
れ
て
い
る

そ
の一
―
十
人
分
を
代
銭
納
し

ほ
ぽ
上
納
米
の
も
と
で
あ
る
地
米
一

石
七
斗
六
升

四
合
か
ら
畠
落
一

斗―
―

升
九
合
を
引
い
た
正
味
一

石
六
斗―――
升
五
合
を
銀
に
直

し
て
百
十
九
匁
六
分
八
厘
と
な
る
。

こ
れ
か
ら
さ
ら
に
補
（
補
引）

銀―
―
十
八

匁―――
分
五
厘
を
差
し
引
い
て
正
味
銀
九
十
一

匁―――
分―――
厘
と
な
っ

た
も
の
を
金

と
て
も
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

朱
・

五
銭
四
百
四
十
三
文
（
別
当
孫
三
郎
納）

寅）

川
東
山
方
上
納
五
匁
八
分
余

日
尾
村
（
山
代
郷）

分
は
、

丑
—
米
一

斗
八
升
余
（
代
銭
一

貰
百
五
十
文）

ー
卯
右
衛
門
ら
、

知
ら
れ
る
庄
屋
は
い

ず
れ
も
伊
万
里
の
町
人
で
あ
る

一

両
一

歩―――
朱
と
正
銭
八
十
文
に
換
え
て
納
付
す
る
。

畠
落
と
は
据
地
に
特
有

の
「
島
畠
」

な
ど
と
称
す
る
畠
地
の
本
帳
上
の
地
米
高
か
ら
何
部
落
ち
と
減
免

す
る
の
で
あ
る
。

午）

安
五
郎
屋
舗
丑
＼
巳

（
卯）

美
濃
屋
金
兵
衛
屋
舗
上
納
金

（
こ
れ

「
補
」

に
つ
い
て
は
未
詳
。

寅
年
は
た
ぶ
ん
記
帳
落
ち
。

外

・

辰
・

巳
の

各
年
は
同
じ
よ
う
に
推
移
し
た
。

も
う
ひ
と
つ
の
捐
庄
屋
納
め
は、

た
と
え
ば
丑
十
二

月
廿
七
月
の
正
銭―――
貰
四
百
五
文
が
「
入
方
分
納
」

と
あ
る

よ
う
に
、

毎
年
正
銭
計
算
が
な
さ
れ
る
も
の
で
、

卯
ー
庄
屋
弥
次
右
衛
門、

午

は
八
谷
据
が
成
立
以
来
町
人
地
主
に
よ
り
所
有
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
と
思

わ
れ
る
）
。

納
か
ら
午
年
の
本
物
成
二

斗―
―
升
余
・

小
物
成
三
升
余、

合
計
二

斗
六
升
余

（
代
二
貫
四
文）

ま
で
微
増
し
て
ゆ
く
。

以
上
が
土
地
「
上
納
」

の
主
な
る
も
の
で
あ
る
が
、

ほ
か
に
僅
か
な
が
ら、

五
ヵ

年
分
上
納
不
足―――
斗
二

升
（
三
貫
八
文
・

公
役
六
十
四
文）

な
ど
も
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
上
納
田
畠
屋
舗
関
係
分
は
右
の
如
く
で
あ
る
。

た
か
だ
か
惣
計
三

石
程
度
の
上
納
米
に
と
ど
ま
る
武
富
家
を
土
地
欲
の
強
い

商
人
で
あ
っ

た
と
は
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い
て
既
に
見
た
が

「
存
」

分
の
多
い
こ
と

、

後
述
す
る
武
富
家
の
「

借
用
」

ま
ず
第
一

に
驚
く
ほ
ど
回
数
の
多
い

、

（
浦
郷
政
右
衛
門
）

し
た
が
っ

て
合
計
金
額
も
多
い

関
政

で
あ
る
が 、

彼
の
名
は
前
に
文
書
・

記
録
口
の
め
153
に
お

関
係
に
も
彼
の
名
が
頻
出
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
考
え
合
わ
せ

、

彼
と
武
富

家
と
の
間
は
や
は
り
可
成
り

特
別
で
あ
っ

た
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

こ
の
こ
と
は
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ

、

文
七
・

村
富
・

天
慶
・

天
童
・

横
尾
金

そ
こ
で
す
こ
し
個
別
的
に
状
況
を
観
察
し
て
み
る

。

に
貸
借
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る

。

と
（
表
2
参
照

関
政
（
浦
郷
政
右
衛
門
）

を
先
頭
に
し
て

、

じ
つ
に
頻
繁

（
弘
化
二
）

年
を
例
に
と
り 、

そ
の
詳
細
な
状
況
を
見
る

伊
万
里
町
下
町
の
犬
塚
伊
左
衛
門
は
「

陶
器
仕
入
所
」

を
看
板
と
し
た
有
力

屋
儀
兵
衛
で
あ
り 、

か
つ

丈
右
衛
門
ら
で
あ
る

。

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る

。

伊
万
里
町
人
へ
の
貸
金

寅
（
同
十
三
）

二
八
件

（
同
二
）

八
0
件

子
（
同
十
一
）

二
0
件

（
同
十
四
）

午
（
同
三
）

四
二

件

二
三
三
件

（
同
十
二
）

三
八
件

未
（
同
四
）

五
件

で
、

合
計
六
五
0
件
ほ
ど
に
達
し
て
い
る

。

と
こ
ろ
が
こ
れ
を
人
数
で
あ
げ
る

と
、

亥
五
人
・

子
―

二
人
・

丑
一

八
人
・

寅―
1
0
人
・

卯
一

九
人
・

辰
四
0
人

．

巳
四
六
人
・

午
七
0
人
・

未
三
人
と
な
る
の
で
あ
っ

て
、

こ
れ
は
も
ち
ろ
ん

一

ヵ

年
内
に
同
一

人
が
繰
り

返
し
何
度
も
取
替
を
受
け
る
こ
と
が
多
か
っ

た
結

兵
衛
•

吉
田
兵
助
・

佐
吉
ら
に
も
適
合
す
る

。

重
要
な
こ
と
は
彼
ら
が
い

ず
れ

も
伊
万
里
町
の
陶
器
商
人
と
い

う
事
実
で
あ
る

。

こ
こ
か
ら
え
ら
れ
る
結
諭
は

、

数
多
い

伊
万
里
町
の
陶
器
商
人
ら
は
比
較
的
資
力
の
あ
る
武
富
家
な
ど
に
頻
り

に
融
資
を
仰
ぐ
こ
と
に
よ
り

存
続
し
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る

。

度

数
は
少
い
が
馬
伝
・

十
一

屋
平
右
衛
門
•

関
吉
（
関
屋
喜
右
衛
門）

こ
の
天
保
頃
の
伊
万
里
の
陶
器
商
人
の
名
は
「

伊
萬
里
歳
時
記
」

巻
之
二
に

よ
っ

て
町
別
に
知
る
こ
と
が
で
き
（
八
十
人）

、

ま
た
駒
犬
塚
伊
佐
衝
門
家
の

（
天
保
十――一
年）

江
戸
積
荷
根
居
帳
に
よ
っ

て
も
か
な
り
の
数
の
伊
万
里
陶
器

商
人
の
名
が
分
か
る

。

•

森
永
作

い
ま
参
考
と
し
て
右
の
根
居
帳
に
現
わ
れ
る
商
人
の
名

こ
れ
は
歳
時
記
の
八
十
名
の
八
割
を
こ
す
人
数
で
あ
り 、

武
富
家
大
福
帳
の

弘
化
二

年
に
現
わ
れ
た
顔
ぶ
れ
の
多
く
を
こ
こ
に
見
出
す
こ
と
も
で
き
る

。

（
慶
応
二

年
棚
揚）

の
、

旅
商
ら
の
あ
と
に
続
く 、

春
吉
か
ら
兵
蔵
あ
た
り
ま
で
が
同
種
の
伊
万
里
商
人

さ
て

、

本
旨
に
戻
っ

て
改
め
て
当
大
福
帳
の
弘
化
二

年
を
見
る
と
き 、

注
目

さ
れ
る
人
た
ち
が
い
る

。

す
な
わ
ち
犬
塚
伊
左
衛
門
•

田
中
屋
忠
兵
衛
•

吉
野

い
で
に
言
う
と

、

た
と
え
ば
本
研
究
作
業
日
の
め
54

つ

果
で
あ
る

。

い
ま
巳

を
掲
げ
る
（
表
3

拙
著
『

伊
万
里
焼
流
通
史
の
研
究
』
二
八
六
＼

八
九
頁
参
照
）

巳

卯

辰
（
弘
化
元）

亥
（
天
保
十
）

六
件

丑

い
ま
試
み
に

、

そ
の
年
ご
と
の
貸
金
件
数
を
あ
げ
れ
ば

七
三
件

右
衛
門
ら
も
同
じ
で
あ
る
と
言
え
よ
う 。
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表2 伊万里町人への貸金（弘化2年）

人 名 取 替（両） ※印は同人「存」とある分 ムロ 計

l 一番ヶ瀬武右ヱ門 20, 1 21 

2 文 七 10, 10, 10,20, 10, 15,8,*20, 10, 15�20, 10,20,20, 10 185,23※ 

3 関政（浦郷政右ヱ門） 8,30, 10, 10,20,3if,2if,20, lif.10,20,20, 5間15�10, 10, 30,30,2if.2if.2if.3if,60, 40, 50, 481,380※ 

15"!f 20, 25,8,3!f l!f 30,21f 20, 5!f 30
烹

4 犬塚伊左ヱ 門 100,100,100,100,100 500 

5 川 原 貞 太 郎 20,15,15,10,15 75 

6 村 富 弥 次 郎 30,15,50,30,50,20,50,50 290 

7 重 吉 15, 5, 15, 10, 5, 5, 15 70 

8 天 ヶ 瀬 慶 十 20,20,20,20,20,20,20,20,20,30,10,30 250 

， 天 ヶ 瀬 重 助 5, 20, 20, 10, 30, 30, 20, 10 145 

10 馬場伝右 ヱ 門 50,30, 80 

11 平 吉 10 10 

12 馬 助 2 2 

13 十一屋平右ヱ門 30 30 

14 紅 屋 直 太 郎 30,40,30 100 

15 広川文左ヱ 門 60 60 

16 横 尾 金 兵 衛 10,15,20,20,25 90 

17 丈右ヱ門 5, 15, 20, 10, 10, 3, 12, 25, 15 115 

18 関 吉 30 30 

19 水 町 佐 吉30 30 

20 伊 兵 衛 1,3,1.1 6 

21 吉 太 郎 1 1 

22 小田志樋ロイ吾平 15 15 

23 関 晋一 20,20 40 

24 為 助 20,5* 10,5※ 

25 吉 田 兵 助 10, 10, 10, 20, 20 70 

26 佐 吉 30,25,15,25,25,20 140 

27 田中屋忠兵衛 60,100 160 

28 吉野屋儀兵衛 100 100 

29 佐 七 8,8 16 

30 伊 三 郎 10,10,10,20 50 

31 三 郎 八 5,5 10 

32 徳 三 郎 15,10 25 

33 勝 之 助 4,4 5 8.5 

34 JII 浪 兵 助 10,10,10 30 

35 政
-'--- 2 2ノ‘

36 森永作右 ヱ 門 15,30 45 

37 岡 田 新 十 11 11 

38 石LU 、伯‘圭
10 10 

39 卯 之 助 10,10 20 

40 初 五 郎 6,6 12 

41 魚 棚 林 吉6 6 

42 若 松 屋 20 20 

43 佐 兵 衛 30 30 

44 近 兵 衛 50 50 

45 忠 兵 衛 20 20 

3879·5両
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表3 犬塚家「江戸積荷根居帳」（天保13年）に現われた商人

5
2
 

浜 町 嘉兵衛 上下町 常太郎 上士井町 十一卯(+ー 屋卯兵衛）
新 田 梅五郎 ® 上＇ 町 立 新（新十）

丸屋与七 黒清（黒物屋清吉） 局 柳

有田町 利左衛門（城嶋） 福 弥 下 町 関忠（浦郷忠兵衛）
卯左衛門 亀 善 犬塚茂次郎
前 儀 下 町 鹿太郎 犬塚宗一

有田町 村 富 はま庄（庄五郎）
七郎兵衛 有田町 松彦（松尾彦左衛）
福寿（福地寿兵衛） 下 町 岩佐（岩本佐兵衛）

新 田 馬伝（馬場伝右衛門） 上土井町 土井 儀（儀右衛門）
，，， 堀七（堀端七太郎 ・ 武富） A． L 町 新 十

中下町 関喜（関屋喜右衛門） 有田町 藤長（藤野長右衛門）
大 政 浜町ヵ 勝次郎

下 町 亀屋（石丸源右衛門） 下 町 太次右衛門
大さ（大和屋佐吉） 平 喜

袋 町 袋 吉（袋町吉次郎・江頭） 田 端 太左衛門
土井幸（幸右衛門） 亀市（亀屋市左衛門）

上土井町 土井 長（長右衛門） 上土井町 本城（本岡城太郎）
市三郎 中下町 美濃金（美濃屋金兵衛 ・ 横尾）
紙源（紙屋源右衛門） 浜 町 浜金（金次郎）

立 町 作右衛門（立作・森永） J.L ． 町 関政（関屋政右衛門 ・ 浦郷）
松^ 上土井町 兵次（田中兵次）

上＇ 町 立卯（立町卯右衛門） 上土井町 土井 忠（忠次郎・西）
下 町 弥 助 下 町 九兵衛
浜 町 よし兵（吉田兵助） 下 町 勘兵衛（川原）

立 平 福嶋屋
大黒屋 下 町 出雲屋（岩次郎）
地蔵屋 下 町 大治（大和屋治三郎）

下 町 十一屋（平右衛門） 吉之助
市左衛門 下 町 田米（米次郎・田丸）
角吉（吉兵衛） 備清（備前屋清右衛門）



メ
百
0
一

両
五
合、

八
月
廿
五
日
内
金
百
両
亀
源
合
受
取、

手
形
亀
源

よ
し
の
や
儀
兵
衛
—
（
巳
）

九
月
廿
九
日
金
百
両

二
歩
引
落
ニ

テ
買
取
置
候
」

み
の
や
ー
（
辰）

七
月
十―――
日
金
六
両

徳
三
郎
ー
九
月
廿
七
日
金
十
両

テ
、

二
歩
引
落
ニ

テ
買
入
置
候
」

徳
三
郎
ー
八
月
九
日
金
十
五
両

商
人
で
あ
る

武
富
家
の
、

「
右
ハ

来
十
月
限
之
預
リ
ニ

メ
、

年
に
も
百
九
十
両
の
借
り
が
あ
る
。

一

ヶ

月
分
利
一

両
五
合

「
右
ハ

土
佐
彦
平
殿
預
リ

月

5
—
外
尾）

定
右
衛
門
ー
辰一云一
月
十
日
金
十
両

「
納
方
引
当
取
替

一

月
分

「
引
当
ニ

テ
藍
五
十
本
預
り
：．
」

候
」

「
請
人
治
三
郎

訂
印
荷
物
千
俵
預
り
置

廿
日
限
ニ

メ
、

四
歩
引
落
二

日
限
也
、
·
:
」

2

横
尾
金
兵
衛
ー
寅
八
月
か
し
金
三
十
両

「
但
し
引
当
家
居
屋
舗
」

「
右
ハ

田
中
屋
忠
兵
衛
預
リ
一

紙、

十
月

置
候
」

l
利
左
衛
門
ー
辰
（
正
月）

金
十
七
両
三
歩

「
右
ハ

引
当
く
り
綿
七
本
預
召

「
右
ハ

犬
塚
伊
左
衛
門
預
リ、

当
月
限

い
わ
ゆ
る
引
当
（
物）

に
は
色
色
あ
っ

た
。

入
」

と
い

う
表
現
も
面
白
い
と
思
う
。

森
永
作
右
衛
門
ー
（
巳
）

九
月
廿
二
日
金
十
五
両

文
（
預
り、

手
形）

を
取
る
こ
と
が
一

応
原
則
で
あ
っ

た
。

焼
物
代）

を
さ
ら
に
武
富
氏
が
預
っ

た
の
で
あ
る
。

・

牛
嶋
ら
伊
万
里
商
人
に
仰
ぐ
こ
と
も
あ
っ

た
。

こ
こ
で
は
こ
の
年
武
富
氏
か

ら
五
百
両
の
融
資
を
得
て
い
る
の
で
あ
る
。

前
年
に
は
百
八
十
両、

翌
（
午）

こ
の
こ
ろ
伊
万
里
町
有
田
町
に
店
舗
を
構
え
た
松
尾
彦
兵
衛
も
州
（
天
保
十

四
）

年
に
、

合
せ
て
二

百
七
十
両
か
ら
の
取
替
を
武
富
氏
か
ら
受
け
て
い
る
。

上
は
百
両
を
超
す
高
額
の
も
の
か
ら
、

下
は
壱
両
に
至
る
ま
で

の
取
替
（
貸
付）

が
行
わ
れ
る
に
当
っ

て
は
、

期
間
の
長
短
を
問
わ
ず
借
用
証

利
足
六
合
引
落
ニ

メ
買
入
置
候、
·
:
」

江

相
渡
ス
、

：·

森
永
作
右
衛
門
の
場
合
は
通
例
の
「
預
り
」

で
あ
ろ
う。

徳――一
郎
の
「
犬
塚

伊
左
衛
門
預
り
」

は
前
記
「
陶
器
仕
入
所
」

犬
塚
伊
左
衛
門
が
彼
へ

差
し
入
れ

り
一

紙
」

は
筑
前
芦
屋
の
商
人
田
中
屋
忠
兵
衛
が
差
し
入
れ
て
お
い
た
預
り

つ

ぎ
に
は
、

頭
初
か
ら
引
落
し
て
利
足
分
の
確
保
を
図
っ

て
い
る
点
が
注
目

さ
れ
る
。

し
か
し
こ
れ
が
す
べ

て
に
亘
っ

て
い
る
わ
け
で
も
な
い
の
で
、

区
別
は
何
に
よ
っ

た
も
の
で
あ
る
か
分
か
ら
な
い
。

な
お
ま
た
「
預
り
：・・・・

買

貸
付
金
の
抵
当
物
件、

3
弥
平
次
ー
寅
十
一

月
金
百
両、

4
大
吉
ー
辰
三
月
十
七
日
金
五
十
両、

そ
の

た
証
書
を
武
富
氏
が
「
買
入
」

れ
た
の
で
あ
り、

ま
た

「
田
中
屋
忠
兵
衛
預

買
入
候、

但
シ
利
足
四
ヶ

月
分
一

両
一

歩
受
取
…
」

前
川
善
左
衛
門
ー
（
午）

（
前
掲
拙
著
第
五
章
4
節
一

七
五
頁
以
下）
。

そ
の
資
金
を
松
尾

四
月
廿
七
日
金
十
六
両、

「
右
ハ

六
月
限
り
一

紙
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4
大
吉
は
阿
波
の
藍
商
人
で
あ
る

し
て
い
っ
た
。

利
一

合
五
勺― ‘

…
外
二
金
四
両
遣
し 、

「
蠍
燭
二
俵
預
り 、

伊
兵
衛
存
人 、

…
八

7
善
兵
衛
ー

（
辰
六
月）

絵
薬
十
一

斤 、

代
金
三
両
二
歩
二
朱 、

内
絵
薬
二
斤
渡
し 、

金
三
歩
受
取 、

…
」

8
房
吉
ー

辰
七
月
七
日 、

候 、

I
十
九
両
ニ
テ
買
取
申
候」

9
勝
之
助
ー

巳
八
月
十
日
金
四
両 、

月
廿
日
内
二
両
入 、

ー
の
よ
う
な
く
り
綿
（
繰
綿 、

木
綿
の
実
を
綿
繰
車
に
か
け
て
核
を
去
っ
た

ま
ま
の
未
精
製
の
綿）

二
月
に
綿
十
五
本
を
引
当
に
金
三
十
七
両
二
歩
を
借
り
た
が 、

済」

に
至
る
ま
で
七
度
か
け
て
返
金

、

家
居
屋
舗
と
も
引
当
に
し
て
金―――
十
両
を
借
り
て
い
る
2
横
尾
金
兵
衛
（
美

濃
金
・

美
濃
屋
金
兵
衛 、

ず 、

五
ヶ
月
分
の
利
金
二
両
一

歩
の
み
を
払
う 。

同
年
に
も
う
一

度 、

十
一

月

に
金―――
両
を
借
り 、

（
外
尾）

勝
十
ー

辰
四
月
金
六
十
両 、

合」

「
絵
薬
一

箱
預
り 、

金
十
両
取
替
置
候 、

同
九
両
遣

一

俵
相
渡
し
：．

」

の
事
例
は
か
な
り
に
及
ぶ

。

新
町
久
米
右
衛
門
は
外
十

中
下
町）

（
後
出）
。

巳
三
月
の
「

皆

そ
の
度
毎
に
引
当
の
綿
を
徐
徐
に
取
戻

は
、

期
日
に
三
十
両
を
返
す
こ
と
が
で
き

そ
の
四
ヶ
月
分
の
利
息
二
合
一

勺
六
札
と
、

手
形
を
改
め

「
六
月
廿
日

I
十
両
一

合
五
勺 、

右
ハ

嘉
平
次
納
方
二
四
月
五
日
引

I
六
十
四
両
ニ

テ 、

右
ハ

絵
薬
十
箱
買
取
申
候
」

「
但
し
絵
薬
二
十
斤
入
拾
箱
引
当 、

両
の
う
ち

引
用
者
註）

み
の
や
金
兵
衛
ー

（
午）

利
足
：·

引
落
ニ

メ
買
入
置 、

三
月
廿
一

日
金
十
五
両 、

「
右
ハ
四
月
限
二

預
リ 、

、
、

五
月
二
日
改
テ
ス
ミ
」

美
濃
屋
金
兵
衛
ー

四
月
五
日
改
金
二
十
両
（
巳
十
二
月
廿
五
日
の
金―
―
十
五

「
永
代
帳
二

出
ス
」

後
の
三
件
の
記
載
状
態
は
次
の
と
お
り
。

同
四
月
五
日
金
二
十
両 、

卯
十―
一
月
廿
五
日
金
十
両

み
に 、

同
五
月一
一
日
改
金
十
万
両 、

と
゜

賃
を
払
っ
た
の
は
卯
・

辰
．

巳
と
午
七
月
の
互
両
ま
で
で
あ
っ
た

。

「
午
ノ
年

た
さ
き
の
借
金
三
十
両
の
元
利
三
十
両
九
合
と
合
せ
て

、

卯
二
月
廿
七
日
に
よ

う
や
く
返
済
を
お
え
る
こ
と
が
で
き
た
。

と
こ
ろ
が
じ
つ
は

、

後
に
記
さ
れ
て

い
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば

、

こ
の
卯
二
月
廿
日
に
件
の
「

家
居
屋
舗 、

土
蔵
迄 、

地
屋
敷
関
係
上
納
の
部
に
「

美
濃
屋
金
兵
衛
屋
舗
上
納
金
二
朱
な
ど
が
あ
っ
た
）

（

貸
）

も
っ
と
も
そ
の
ご
「

同
人
江

五
ヶ
年
之
処
借
家
二

差
出
し
置
申
候 、

請
人
浦
郷

そ
の
家
賃
は

年
二
度
払
い

、

す
な
わ
ち
七
月
に
五
両 、

十
一

月
に
四
両

二
歩
と
決
め
て
い
る
。

金
兵
衛
が
一

＼
ニ
ヵ

月
遅
れ
な
が
ら
も
何
と
か
そ
の
家

七
月
五
両 、

此
廉
分
散
之
節
弥
次
郎
講
金
二

而
引
合
二
入
」

と
、

分
散
の
語
が

記
さ
れ
る
。

も
っ
と
も
金
兵
衛
は
借
家
人
と
な
っ
た
の
ち
も
な
お
商
売
は
続
け

た
ら
し
く 、

当
帳
に
お
い
て
も
そ
の
名
を
追
う
こ
と
が
で
き
る
。

す
な
わ
ち 、

（

七

ぇ
コ
、

喜
右
衛
門
・

前
田
治
三
郎
」

、

と

十
一

件）
、

（
午）
―――
月
廿
日
金
十
五
両 、

（
浦
郷
喜
右
衛
門
は
関
喜
の
こ
と
）

。

ち
な

代
金
六
十
両
二
I
」

武
富
氏
が
「

永
代
買
取」

っ
て
い
る
の
で
あ
る
（
前
の
土
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右
ハ

酉
ノ

年
ぢ
寅
年
迄
六
ヶ

年
借
家
二

差
出
し
置
候、

尤
家
賃
一

ヶ

イ
元
海
小
路
益
太
郎
殿
分

天
保
七
年
申
十
月

一

家
居
屋
舗
壱
ヶ

所

な
い

事
実
で
あ
る
。

当
帳
に
彼
の

名
を
見
る
こ
と
は
い
ご
一

切
な
い
。

つ
い
で
な
が
ら
こ
こ
で
武
富
家
の

「
貸
家
」

関
係
に
つ
い
て
触
れ
よ
う
。

当
帳
の
記
す
と
こ
ろ
で
は
、

こ
の
頃
同
家
に
は
伊
万
里
町
に
三
軒
の
貸
家
が

あ
っ

た
。

す
な
わ
ち
、

美
濃
屋
金
兵
衛
の
弘
化
三
年
半
ば
の

「
分
散
」

破
産
・

倒
産）

は
間
違
い

一
）

、
つ
l'

金
十
五
両、

一

ヶ

月
分
二
合
受
取
置
候、

5

一

歩
受
取
申
候、

関
五
月

十
九
日
受
取
相
ス
ミ
」

く
な
る
直
前
に
も
三
十
両
の
手
形
を
改
め
て
い
る
こ
と
か
ら
も
判
断
さ
れ
る
よ

一

口
に
言
え
ば
経
営
不
振
の
表
徴
で
あ
る
。

ま
た
「
永
代
帳
二

出
ス
」

と
は
、

他
の
事
例
か
ら
も
推
察
で
き
る
こ
と
で
あ
る
が
、

要
す
る
に
借
金
を
棚

上
げ
し
、

よ
く
て
も
利
子
し
か

取
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
c

手
形
を
改
め
る
と
は
、

さ
き
の
家
居
屋
舗
土
蔵
ま
で
も
売
払
わ
ざ
る
を
え
な

＼ ．上

又
申
延
二

相
成
二

付
利
金

手
形
二

I
、

万
月
限
利
足

「
右
ハ

預
リ ヽ

み
の
や
金
兵
衛
ー
五
月
二
日
改

/'9
' 

f j 
永代帳（伊万里町前川家）

右
ハ

副
嶋
文
右
衛
門
殿
本
宅
向、

卯
年
迄
五
年
之
間、

金
六
両
一

歩

右
借
家
二

差
出
し
置
申
候、

家
賃
一

ヶ

年
二

金
二

両――一
歩
宛、

毎
年

前
受
納
之
事、

子
年
分
・

丑
年
分
・

寅
年
分
ス
ミ
、

卯
年
二

月
十
九

日
金―
―

歩

丑
年
な
巳
年
迄
五
ヶ

年
之
限
ニ

メ
、

右
借
家
二

差
出
し
置
申
候、

尤

家
賃
一

年
二

金
二

両
宛
ニ

シ
テ
月
割
左
之
通
受
納
前
二

御
座
候、

三

月
一

両
・

七
月
一

両

イ
と
二

と
は
同
一

件
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

な
ぜ
な
ら
、

一

ヵ

年
壱
両――一
歩
の
家
賃
で
貸
し
、

は
じ
め
酉
年
よ
り

四
ヵ

年
す
な
わ
ち

子
年
分
家
賃
ま
で
済
ん
だ
が
、

こ
れ
を
同
年
五
月
に
改
定、

年
二

両
に
値
上
げ

し
、

か
つ
三
月
・

七
月
に
分
納
さ
せ
る
こ
と
と
し
て
、

寅
年
ま
で
六
ヵ

年
間、

二

益
太
郎
殿
分

天
保
十
一

年
子
五
月
改

一

家
居
屋
舗
一

ヶ

所

ハ

弥
平
次
殿
分

天
保
十
年
亥
十
二

月

一

家
居
屋
舗
一

ヶ

所、

外
二

上
蔵
一

軒

翌
丑
年
か
ら
巳
年
ま
で

ハ
一

ヶ

年
二

付
二

両
一

歩
受
納
可
致
事、

メ
六
ヶ

年
分
相
済

二

1
支
配
致
呉
候
様
相
談
被
相
成、

則
差
出
し
置
候
故、

家
賃
之
儀

ロ

貰
治
殿
分

天
保
九
年
戌
十
月

一

家
居
屋
舗
一

ヶ

所

年
二

壱
両
三
歩、

作
事
之
儀
者

先
方
合
可
致
定、

I
四
ヶ

年
分
相
済
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録
に
と
ど
め
て
お
き
た
い
事
例
も
残
っ
て
い
る。

結
ん
だ
町

の
五
ヵ
年
間
貸
す
こ
と
と
し
た
の
で
あ
っ
た。

し
た
が
っ
て
実
質
の
貸
家
は
三
軒
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が、
益
太

郎・
貫
治
・
弥
平
次
は
も
と
の
持
主
た
ち
で
あ
っ
て、

何
ら
か
の
必
要
か
ら
家

居
屋
舗
な
ど
を
引
当
に
し
て
武
富
氏
か
ら
金
を
借
り、
借
家
人
と
な
っ
て
い
た

者
た
ち
で
あ
ろ
う。

年
あ
る
い
は
六
年
（
も
っ
と
も
益
太
郎
の
場
合
は、
前
述
の
わ
け
で
合
せ
て
九

カ
年）
武
富
家
の
「
支
配」
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
の
で
あ
り、
完
全
な
武
富

家
の
持
ち
家
で
あ
っ
た
も
の
で
は
な
い。
こ
の
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
が
ロ

の
貫
治
分
で
あ
っ
て、
武
富
家
か
ら
の
借
金
の
か
た
に
家
屋
敷
を
五
カ
年
間
差

し
出
し
た
の
で
あ
り、
六
両一
歩
は
少
な
い
感
じ
だ
が、
却
っ
て
そ
れ
が
本
来

一
時
的
な
関
係
で
あ
っ
た
こ
と
を
教
え
て
い
る
で
あ
ろ
う。
家
賃
は
当
該
家
屋

敷
の
広
さ
な
ど
は
勿
論
の
こ
と、
さ
ら
に
は
貸
主
と
借
主
と
の
関
係
如
何
に
よ

り
決
ま
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が、

前
述
の
よ
う
に
相
当
多
額
の
代
金
六
十
両

で
永
代
に
売
却、
借
家
人
と
な
っ
た
元
家
主
の
美
濃
金
は
年
九
両
二
歩
の
家
賃

を
支
払
っ
た。
単
純
な
比
較
は
許
さ
れ
な
い
が、
年
二
両
前
後
の
家
賃
と
い
い、

借
金
額
の
比
較
的
に
少
な
い
点
と
い
い、
要
す
る
に
右
の
三
軒
の
「
貸
家」
が

本
格
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
指
示
し
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か。

以
上、
武
富
家
の
大
福
帳
に
材
を
と
り、
同
家
と
さ
ま
ざ
ま
な
貸
借
関
係
を

（
商）
人
の
存
在
の
有
り
様
を
描
い
て
き
た
が、
な
お
追
加
的
に
記

ハ
の
弥
平
次
分
に
は
年
数
を
記
さ
な
い
が、
お
お
む
ね
五

出
28、
同
口
の
応
94
に
お
い
て
（
拙
著――
四一
頁
以
下
に
も）
知
ら
れ
る
と

田
皿
山
な
ど
か
ら
焼
物
”
荷
を
伊
万
里
へ
下
す“
こ
と
を
業
と
し
た
者
の
ひ
と

町
裏
村）
円
蔵
寺
（
現
伊
万
里
市
立
花
町）
漉
太
夫
は
有

五
両、
内
二
十
両
分
灰
百
俵、
·:」

こ
の
灰
は
杵
灰
で
あ
る。
こ
う
し
て
入
手
し
た
灰
が
皿
山
の
釜
焼
へ
供
与
さ

れ
た
の
で
あ
っ
た

円
蔵
寺
源
太
夫
I
年
間
五
月
六
日
金
三
両
二
歩、
・・・
メ
三
両
八
合
四
勺
五
札、

七
月
十
三
日
内
金
一
両
受
取、
差
引
二
両
八
合
四
勺
五
札、
右
利
足
荷

下`
：
帳―
｀
引
合
改」

お
そ
ら
く
こ
の

り
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る。

諸
国
旅
商
・
皿
山
釜
焼
ら
ヽ
）
貞
金

さ
て、
筑
前
芦
屋
の
田
中
忠
兵
衛
と
武
富
家
に
関
し
て
は
本
研
究
口
の
油
25

こ
ろ
で
あ
る
が、
こ
の
年
（
弘
化
二）
彼
は
計
百
六
十
両
の
融
資
を
受
け
た
の

で
あ
っ
た。
前
年
に
は
見
ら
れ
な
い
か
ら、
こ
の
年
は
資
金
に
苦
し
ん
だ
の
で

あ
ろ
う
（
翌
午
年
に
も
計
百
四
十
両
の
取
替
を
受
け
て
い
る）
。
な
お
彼
の
場

合、
元
金
の
返
送
は
つ
ね
に
大
町
飛
脚
屋
山
下
辰
十
の
手
を
経
て
行
わ
れ
た。

ひ
と
り
は、

（
外
尾
定
右
衛
門
の
例
は
本
研
究
口
の
応
127
の
解
説
に
あ
る）

か
ら
み
武
助
—
丑
九
月―-]
日
金
二
十
両、

そ
の
ひ
と
り
は

「
灰
買
入
二
遣
置
候、
…
1
四
十
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＜
返
済
し
て
い
る
。

記
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
翌
午
年
に
も
十
両
だ
け
借
り
て
い
る
。

面
白
い

な
お

筑
前
山
鹿
の
吉
野
屋
儀
兵
衛
の
武
富
家
と
の
関
係
を
教
え
る
も
の
は
本
研
究

口
の
応
76
に
既
に
紹
介
し
て
お
い
た
。

当
年
の
彼
の
百
両
金
は
わ
ず
か
一

カ

月

半
で
返
済
さ
れ
て
い
る
。

翌
午
年
に
も
合
せ
て
百
二

十
両
を
借
り
て
い
る
。

表
2
の
17
丈
右
衛
門
は
有
田
外
尾
山
の
釜
焼
で
あ
る
。

そ
の

書
状
を
掲
げ
て

武
富
氏
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
既
に
詳
し
く
見
た
と
こ
ろ
で
あ
る
の
で
繰
り
返

さ
な
い
。

こ
の
巳
一

年
で
前
後
百
十
五
両
に
の
ぽ
る
資
金
を
供
与
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。一

件
だ
け
で
あ
る
が
小
田
志
の
樋
口
悟
平
の
名
が
見
出
さ
れ
る
の
も

（
拙
著
六
一

0
頁
参
照）
。

彼
は
金
十
五
両
を
五
月
に
、

霜
月
迄
の
利

足
一

両
一

歩
付
き
で
借
り
た
。

事
実、

に
金
二

両
二

歩
の
取
替
を
受
け
た
が
、

十
一

月
廿
七
日
に
「
釜
二

而
受
取
」

と

こ
の
大
福
帳
に
は
皿
山
釜
焼
の
名
が
、

さ
き
の
丈
（
定）

右
衛
門
の
ほ
か
に

ひ
と
り
だ
け
記
さ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
皿
山
助
五
郎
は
亥
年
十
二

月
廿
二

日

そ
の
さ
い

錦
手
奈
良
茶
六
十
二

箇
な
ど

を
引
当
に
預
け
た
。

そ
し
て
翌
年
正
月
廿
八
日
に
返
済
す
る
と
同
時
に
預
け
た

焼
物
は
喜
嘉
蔵
な
る
者
を
経
て
取
り
戻
し
て
い
る
。

同
助
五
郎
は
子
年―
―

月
に

も
金
二

歩
を
借
り
た
が
、

こ
の
時
に
は
櫛
壱
枚
を
引
当
に
差
し
出
し
、

利
息
は
彼
自
身
の
伊
万
里
下
向
の
さ
い
に
支
払
っ

た
。

間
も
な

皿
山
の
商
人
久
太
（
久
富
太
兵
衛）

に
つ
い
て
は
武
富
家
と
の
取
引
を
示
唆

リ
置
候
」

l
筑
前
久
家
平
右
衛
門
ー
子
十
二

月
金
二

十
両

兵
衛
以
外
に
、

僅
か
で
は
あ
る
が
見
出
さ
れ
る
。

す
な
わ
ち、

「
右
ハ

皿
山
上
幸
平
善
三
郎
殿
（
へ
）

振
付、

相
ス
ミ
」

と
記
さ
れ
て

い
る
。

同
年
八
月
十――-
H
に
五
両
の
金
を
借
り
た
が
、

限
ニ

メ
預
り
買
入
置
申
候、

利
足
二

朱
引
落
ニ

メ
」
、

「
安
吉
方
江

振
付
ニ

メ
ス
ミ
」

と
。

さ
ら
に
同
年
十
月
廿
日
の
金
二

十
五
両
の

借
用
に
つ
い
て
も
「
霜
月
廿
日
限
ニ

メ
買
入
置
候
預
り、

尤
利
足
一

両
引
落
候、

十
二

月
相
ス
ミ
」
、

「
右
ハ

栄
蔵
江

振
向、

相
ス
ミ
」

と
。

も
は
や、

久
富
太
兵
衛
と
釜
焼
と
見
ら

れ
る
善――一
郎
・

安
吉
・

栄
蔵
と
の
関
係
は
ほ
ぽ
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

い
わ
ゆ
る
諸
国
旅
商
の
名
も、

さ
き
の
巳
・

午
の
吉
野
屋
儀
兵
衛•

田
中
屋
忠

2
江
州
松
山
屋
六
平、

代
仙
太
郎
—
丑
六
月
廿
五
日
金
三
十
両、

点
で
、

同
日
五
両
の
場
合
に
も
「
利
二

朱
引
落
ニ

メ
」
、

太
店
の
借
金
の
返
済
が
皿
山
の
釜

「
引
落
」

と
は
元
金
か
ら
差
し
引
い
て
貸
す
こ
と
、

は
「
右
者

預
り
当
月
廿
五
日
限
ニ

メ
、

「
右
ハ

真
綿

「
：・
綿
十
本
引
当
ニ

シ
テ
預

す
る
史
料
を
さ
き
の
本
研
究
口
の
め
109
に
掲
げ
た
。

当
帳
に
お
い
て
も
見
ら
れ

る
。

す
な
わ
ち、

午
七
月
十
二

日
、

金
十
両
を
借
用
し
た
が
、

こ
れ
に
つ
い
て

利
足
一

歩
引
落
ニ

メ
取
買
」

と
あ
る
。

た
く
い

え
ば
借
用
証
を
差
し
入
れ
さ
せ
た
こ
と
で
あ
り、

こ
の

表
現
が
当
帳
に

は
頻
り
に
用
い
ら
れ
て
い
る
点
は
前
に
も
触
れ
た
。

注
目
さ
れ
る
の
は
こ
の
久

や
は
り
同
様
に
「
当
月

そ
し
て
八
月
廿
九
日

そ
し
て

（
焼
物）

に
よ
っ

て
行
わ
れ
て
い
る
ら
し
い

「
預
り
：・
買
取」

と
は
平
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）
と
に
つ
い
て
は
前
掲
拙
著
の
各
所
に
お
い
て
詳
説
し
た

あ
る
。

こ
こ
で
は
多
量
の
真
綿
の
取
引
が
見
ら
れ
る
。

（
例
え
ば
九
一

六
＼

注
文
仕
度、

代
銀
ニ

メ
相
渡
候、

十
五
両、

右
ハ

筑
前
田
中
屋
甚
兵
衛
殿
便
二

而
差
送
置
候
」

寅
六
月
引

合、

相
ス
ミ

3
下
関
櫛
屋
茂
七
—
寅
五
月
十
互
日
金
二
十
両
取
替
：·

4
鍋
屋
長
之
助
ー
巳
十
二
月
廿
九
日
金
百
両、

…

壱
箱
：·

7
伊
予
山
本
屋
覚
蔵
—
午
二
月
十―――
日
金
十
一

両、
•••
五
月
一

日
金
十
一

両、

9
庄――一
郎
—
午
五
月
六
日
金
百
両、

七
月
廿
四
日
受
取
金
三
十
五
両
才
次
郎
郎
殿
便
二

而、

戻
り
一

両
百
合

（

マ

マ
）

七
勺
五
‘
・・・
八
月
廿
六
日
金
五
十
四
両
二
歩、

戻
り―――
両
二

合
七
勺、

大
町
辰
十
殿
合
入、

正
銭
六
百
六
十
文
運
賃
取
替、

金
二

利
金
十
両―
一

歩、

「
深
手
八
寸
丼
五
ツ
入

元
利
百
十
両
二
歩、
「
内、

十
一

月
廿
日
金
二
十
両
亀
屋
合
受
取、
·

:

」

ー
は
繰
綿
を
旅
商
が
伊
万
里
へ

も
た
ら
し
た
事
例
（
前
出）
。

2
の
松
山
屋

六
平
の
名
は
既
に
本
研
究
日
の
史
料
応
17
に
現
わ
れ
た
近
江
日
野
町
の
商
人
で

下
関
が
伊
万
里
焼
の
流
通
に
と
り
重
要
な
中
継
地
と
し
て
の
位
置
を
占
め
た

8
越
後
鍋
屋
長
兵
衛
ー
午
五
月
三
日
金
二
十
五
両
取
替

利
徳
丸
な
受
取

右
ハ

掛
屋
列
左
衛
門
殿
便
二

而
跡
便
合
送
ル
」

6
か
け
屋
源
兵
衛
ー
午
二
月―――
日
壱
貰―
一
百
五
十
匁

5
伊
予―――
輪
屋
徳
左
衛
門
ー
午
正
月
金
五
両

6
の
か
け
屋
源
兵
衛
は
、

掛
屋
外
左
衛
門
と
と
も
に
筑
前
芦
屋
の
商
人
で
あ

る
。

4
の
長
之
助
は
越
後
新
潟
の
商
人
で
あ
り
鍋
屋
を
名
乗
っ

た
も
の
で
あ
る
。

の
利
（
元
利）

も
守
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

取
人
ま
た
は
そ
の
指
図
人
（
半
助）

に
支
払
う
べ

き
こ
と
を
委
託
す
る
形
式
の

ニ
ニ
頁）

と
こ
ろ
で
あ
り、

原
屋
清
右
衛
門
・

届
屋
安
右
衛
門
ら
の
商
人
の
名

も
本
研
究
日
・

ロ
に
こ
れ
ま
で
し
ば
し
ば
あ
げ
ら
れ
た
。

こ
の
櫛
屋
茂
七
の
書

イ
官
蔵
・

善
助
—
六
月
九
日
金
十
二
両
：．
「
右
ハ

関
為
替
差
出
候、

…
」

半
助
—
六
月
十―
一
日
金
六
両
：・
「
右
ハ

下
ノ
関
櫛
屋
届
ヶ
之
為
替
取
組
差
出

し
置
候
」

な
波
瀬）

口
は
せ
津
惣
兵
衛
ー
寅
十
一

月
六
日
金
三
両
一

歩、
「
右
ハ

下
関
為
替
取
組
置
候
」

右
の
う
ち
半
助
の
記
事
が
最
も
は
っ

き
り
し
て
い
る
。

振
出
人
す
な
わ
ち
発
行
者
（
こ
こ
で
は

武
富
）

手
形
（
『
広
辞
苑』
）

つ
ま
り
為
替
手
形
ー

が

第
三

者
す
な
わ
ち
支
払
人

（
櫛
屋）

に
宛
て
て
一

定
の
金
額
（
半
助
が
櫛
屋
へ

届
け
る
焼
物
代
金）

で
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。

こ
う
し
た
「
為
替」

に
よ
り
半
助
ら
の
代
金
受
取
を
確
実
に
し
て
や
り、

を
受

の
発
行

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
自
己

7
に
鍋
屋
長
兵
衛、

後
出
の
弘
化
四
末
「
大
福
帳」

な
ど
に
も
鍋
屋
長
蔵
が
い

替
」

「
関
為
替
取
組
」

な
ど
と
記
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。

た
と
え
ば

と
こ
ろ
で
当
帳
の
寅
（
天
保
十
三
）

年
の
後
半
に
集
中
し
て
数
件

状
一

通
も
同
H
の
め
15
に
既
に
紹
介
し
て
い
る
。

「
関
為
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寅

五月
朔
日
初
出

いご
、

寅

五・

ク
一
―
•

ヶ
一

0．
二
九

辰

三・
一
七

巳

二
：
九
ー

五
・
一
七

毎

年、

ク
一
O

·
二

七1

―

ニ
・
ニ
六

卯

三・
一
八＼
四

一
＼
七

・
一
八

一
四
1

-

二
0

阿

州藍

屋

大

吉の
場
合

はど
う

か＂

百

八
十

両

田
中
屋
忠
兵
衛

石
丸
源
左
衛
門

八
0
両
（
一

回）

松
尾

彦
兵
衛

（
一

回）

五

十
両

深
川
栄
左
衛
門

百
両

四
十

五
両

霧

丸
清

右
衛
門

ご

深
川
栄
左

衛
門

百
五

十
両

窮

丸
清

右
衛
門

百

七

十
両

花
嶋
松――一
郎

（
十
回

も
っ
た
藍

商

人

であ
っ
た

。
そ

の
状
況
を

見
る
と
、

あ

る。
で
及
び

一

件
平
均
は
五
十
二
両
で
あ
る。

む
西

海

地

方へ
の

彼
ら

の下
り
物

（
荷物
）

は
さ

まざ

まで

あっ

た。

二
歩
で
あ
る。

内
に
は
例
外
的
に
少
額
の
も
の
も
含
ま
れる

し

てい
る
の
で
あ
る
。

屋

孫

右

衛門
の
副

状）

Q

5

 

N
3
 
（
大町
飛
脚

屋
山
下辰

十
の
送
状）

と
は
対
応

9
の
庄

三郎
は

若
松屋
を
称
し

た
筑
前
芦
屋
浦
の商

人
であ

る。

偶
然
なが

送

金な
ら
び
に
兵

庫か
ら

飛

脚
便
に

よる

送
金
予
告）
お

よ
び
め
26

い
う

と

ころ
の

諸国

商人
は
も
ち

ろん

焼
物商

人で
あ

る
が、

伊
万里

を含

じ
つ
に

頻
頻
と

武
富
氏と

の
貸
し

借
り

の
あ

る
状

況

から
察

する
に
、

彼
は

短
い

期間

なが
ら

この

地方
を
も

っ
ぱ

ら
縄
張
り

に

五
十

八
両
二
歩

お
よ
そ

二期
に
分
け

て
上り
下
り
を

重
ね
たと

思
わ
れ、

辰
三
月
の

場
合に

「

引
当
ニ

テ
藍
五
十
本
預り
」

な
ど
と
あ
る
か
ら
や
は
り
主
商
品
は藍

で
あ
っ
た。
が

しか

し
彼
が
上り

（
帰
り）

に
焼
物
を
扱
っ
た
か
否
か
今
は判

武
富
家の

武
富
家
の
当
大
福
帳
に
は、

貸
金
に
対
す
る
い
っ
ぼ
う
で
は
借
入
金
が
あ
る。

天
保十

一

子
年
か
ら
弘
化
四
未
年
ま
で
の
あ
い
だ
に
総
計
二
千
五
百
五
十
七両

記さ
れ

る）

が、

そ
れ
ら

を
除
け
ば、

上
は一
一
百
五
十
両
か
ら
下
は
十
両
に
ま

い

ま
試
み

に
こ
こ

に
登
場
す
る
人
た
ち

と
金
額
を
摘
記
す
る
と
次
の
如
く
で

合
計
三
七
0
両

]

0
0
両
（
一

回）

二
五

0
両
（
一

回）

合
計
三
0
0
両

（
三

回）

三
0
両

合
計
一

0
五
両
（
三
回）

（
兵
庫堺

ら
、
当
帳
に
記

すと
こ
ろ

と
本
研
究
日
のNo
24

（
讃岐

丸
亀
か
ら
三
十
五
両の

る

（

拙著

六三

一
頁）
。

「
借
用」

断
で
き
な
い
の
で
あ
る。

（
預
り
金
な
どと

59 



ー

中
町
京
屋
治
右
衛
門
も
明
治
四
年
唐
物
札
一

枚
を
免
許
さ
れ
た
商
人
で、

中

り
に
多
額
の
金
を
武
富
家
か
ら
借
り
て
い
る
（
計
二
百
七
十
両）

が、

武
富
家

武
富
家
と
深
密
な
関
係
に
あ
っ
た
者
で
あ
ろ
う。

（
本
研
究
日
の
応
59
．

口
の
池
117
参
照）
。

霰
丸
清
右
衛
門
な
ら
び
に
深
川
栄
左
衛
門
に
つ
い
て
は
再
説
の
要
は
な
い

当
然
大
き
な
金
融
力
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

タ
ー

の

役
割
を

果
し
て
い
た

（
前
出
吉

野
屋
儀
兵
衛
・

若
松
屋
庄
三
郎
ら
の
項

源
と
称
し

（
前
掲
表
2
)

、

陶
器
商
人
と
し
て

も
重
き
を
な
し
て
い
た

証
拠
に

浦
郷
政
右
衛
門

伊
野
屋
円
蔵

立
石
磯
吉

し
て
お
り
、

の
ち
「
伊
萬
里
歳
時
記
」

松
尾
彦
兵
衛
（
松
彦）

合
計
五
九
0
両

合
計
―
1

0
両

合
計
一

七
0
両

（
二

回）

合
計―――
五
五
両

（
二

回）

（
十
二

回）

花
嶋
松
三
郎
の

場
合
は
二
十
両
か
ら
五
十

両
ま
で
の
間

（
平
均
三
十
七

両）、

浦
郷
政
右

衛
門
は
十
両
か
ら

多
く
て
も
五
十
両
の
間
（
平
均
三

十
両）

花
嶋
松
三
郎
に
つ
い
て
知
る
と
こ
ろ
は
少
い
が、

で
あ
る。

明
治

初
年
の

記
録

（
伊
萬
里

歳
時
記
巻
之
三）

に、

弘
化―
一
年
に

椛
室
壱
軒
・

同
振
売
札
壱
枚
の

免
許
を
有

さ
ら
に

明
治
四
年
上
中
町
で
唐
物
札
一

枚
の
鑑
札
を
有
し
て
い
る
。

の
巻
之
二
お
よ
び
三
を
蝙
纂
し
た
花

島
芳
樹
は
こ
の

家
の
出
で
あ
ろ
う。

な
お
武
富
家
の
明
治一
一
年
の
棚
揚
（
慟
56
)

に
も
金
五
百

両
の
武
富
家
に
対
す
る
貸
し
が
見
ら
れ
る。

浦
郷
政
右
衛
門
（
関
政）

に
つ
い

て
は
既
に
触
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
繰
り
返
す
ま
で
も
な
い
が、

繁
な
借
り
と
い
い
、

他
方
こ
こ
に
見
る
よ
う
な
貸
し
と
い
い
、

さ
き
の
実
に
頻

な
に
か
よ
ほ
ど

は
こ
の
大
福
帳
の
卯
（
天
保
十
四）

年
こ
ろ
に
し
き

と
の
金
融
上
の
関
係
は
そ
れ
以
上
深
ま
る
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

町
二

十
六
軒
の
公
役
米
七
升
七
合
余

の
う
ち
壱
升
五
合
を
負
担
す
る

ほ
ど

の
存

在
で
あ
っ

た。

立
石
磯
吉
は
今
の
と
こ

ろ
町
名
は
不
詳
だ
が、

伊
万
里
商
人
と

し

て
佐
賀
藩
国
産
方
の

統
制
す
る
焼
物
灰
を
扱
う
「
灰
心
遣」

を
つ
と

め
た
こ

諸
国
旅
商
ら
の

送
り
届
け
る

焼
物
代
金
を

集
中
掌
握
·

配
分
す
る
い
わ
ば
セ
ン

参
照）
。

明
治

初
年
の
記
録
に
よ
れ
ば

当
時
下
町
に
三

十
九
軒
が
あ
っ
た
が、

そ
の
納
め
る
公

役
米
壱

斗
余
の
う
ち
彼
は
ひ
と
り
で
二

升
を
出
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

同
町
松
尾
熊
助
に
い
た
っ
て
は
こ
の
時
二
升
五
合
を
出
し
て
い
る

吉
面）
。

伊
万
里
町
で
は
当
時
最
多
の
酒
造
高
三
百
石
の
株
を
有
し
て
い
た
。

同
様
に
田
中
屋
忠
兵
衛、

お
そ
ら
く
は
伊
予
桜
井
の
商
人
の
ひ
と
り
と
推
測

さ
れ
る
伊
野
屋
円
蔵
に
つ
い
て
も、

こ
れ
以
上
何
も
付
け
加
え
る
こ
と
は
な
い
。

要
は、

前
述
の
よ
う
に
自
身
陶
商
と
し
て
大
規
模
な
商
売
を
営
み
つ
つ
、

他

方
広
汎
な
資
本
貸
付
を
展
開
し
た
武
富
家
の
金
融
主
的
な
性
格、

強
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
の
で
な
い
か
と
思
わ
れ
る
が、

そ
れ
は
漸
次

そ
の
よ
う
な
複
雑
な
武
富 貞

さ
て、

同
じ

伊
万
里

町
人
の

石
丸
源
左
衛
門

（
下
町）

は

屋
号
を
亀
屋
・

亀

京
屋
治

右
衛
門

と

が
あ
る

（
前
掲
拙
著
七
八

四
頁）
。

松
尾
熊
助

1

0
0
両

（
九

回

（
一

回）
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討
の
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う。

家
の
経
営
を
覗
き
み
た
の
で
あ
る
。

本
研
究
日
の
六
幕
末
期
の
武
富
家
の
経
営

に
つ
い
て
述
べ
た
こ
と
、

そ
の
史
料
と
し
た
棚
揚
の
記
録
等、

再
度
慎
重
な
検
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